
特定事業者の類型

特定事業者
１号

特定事業者
２号

特定事業者
３号

☑ 貨物利用運送事業者（国際航空）であること

☑ 外国人を従事させる施設が県内の保税蔵置場
等であること

☑ 上記施設において、主として成田空港の貨物を
取り扱っている*こと

☑ AEO事業者であること

☑ 外国人を従事させる施設が県内の保税蔵置場
等であること

☑ 上記施設において、主として成田空港の貨物を
取り扱っていること

☑ AEO事業者であること

☑ 成田空港の貨物取扱業務を貨物利用運送
事業者（国際航空）から受託していること

☑ 成田空港の貨物取扱業務を特定事業者１号
から受託していること

☑ 外国人を従事させる施設が特定事業者１号の
外国人を従事させる施設であること
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*直近の一週間以上の期間に、保税蔵置場等から空港へ搬出された貨物のうち、成田空港を搬出先とする貨物量の割合が８割を超えていること。
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